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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第59期

第２四半期
累計期間

第60期
第２四半期
累計期間

第59期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 (千円) 4,876,507 4,701,623 9,478,434

経常損失(△) (千円) △12,036 △89,823 △77,166

四半期(当期)純損失(△) (千円) △95,002 △106,507 △225,550

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ―

資本金 (千円) 3,975,062 3,975,062 3,975,062

発行済株式総数 (株) 14,645,584 14,645,584 14,645,584

純資産額 (千円) 2,496,900 2,282,813 2,384,439

総資産額 (千円) 5,937,262 5,673,043 5,830,089

１株当たり四半期
(当期)純損失金額(△)

(円) △6.50 △7.29 △15.43

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ―

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─
 

自己資本比率 (％) 42.1 40.2 40.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 10,840 △61,525 119,536

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △53,712 △49,063 △6,987

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △58,363 △27,078 △91,557

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,011,519 996,077 1,133,745

　

回次
第59期

第２四半期
会計期間

第60期
第２四半期
会計期間

会計期間
自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

１株当たり四半期純損失金額(△) (円) △1.48 △4.15
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(注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」については記載しておりませ

ん。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用すべき関連会社はありません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　継続企業の前提に関する事項に記載のとおり、当社は当第２四半期末現在、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社は当該状況を解消すべく「経営構造改革計

画」を実行し、金融機関の支援も得て一定の成果を挙げておりますが、当初予定していた業績の回復には

至っておらず、当社の継続企業の前提に影響を及ぼすおそれがあります。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

当社において開示対象となる報告セグメントは、フードサービス事業の単一事業であるため、業態区分

別に記載しております。

(1)経営成績の分析

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、円安による輸出環境の改善や政権交代後の経済政策

や金融政策等への期待感により、全体としては景気回復の兆しが見受けられ、個人消費におきまして

も高級品を中心に持ち直しの動きが見えてまいりました。当外食業界におきましては、消費税率引き

上げや所得動向への懸念等により消費マインドの改善にはなかなか厳しいものがあり、低価格販売競

争の継続や円安の進行に伴う原材料価格上昇・電気料金の値上げ等により、国内景気を下押しする

様々なリスクが存在するとともに、同業他社はもとより、異業種からの参入等、経営環境は依然とし

て厳しい状況が続いております。

　このような環境のもと、当社におきましては黒字体質への転換を早期に果たすべく、平成22年10月

に策定した「経営構造改革計画」を着実に実行してまいりました。「店舗数の拡大による規模の効果

を求める経営から、利益率や各店舗ごとの採算性を重視する経営スタイルへの転換」「ＣＳ活動を軸

にした企業風土の改革」を基本方針とし、具体的施策として、①業態ポートフォリオの見直し、②

「ハッピーコング」の新業態の展開と実験、③オペレーションの改善、④ＣＳ活動への取組み、⑤不

採算店舗の閉鎖、等に取組んでまいりました。また現在、経費削減施策（原価率改善、人件費率改

善、販売促進費の効率的使用）に加え、来年８月に創業60周年を迎えるに当たり、１年前より大創業

祭として『来店したお客様に幸せな気分を味わって頂き、お客様に笑顔で帰って頂こう』をテーマ

に、笑顔になれたキャンペーンを展開するなど、新規顧客獲得やリピーター顧客数増加のための売上

向上施策への取組みを実施しております。

　店舗展開につきましては、「ファミリーレストラン フレンドリー」のリニューアルモデルとして

「ハッピーコング 美原店」を業態転換し、「フレッシュフレンドリー　美原店」１店舗を新規出店

いたしました。また、「ハッピーコング 泉北豊田店」を閉店し、「源ぺい 泉北豊田店」に業態転換

改装中であり、平成25年11月12日に新装オープン予定であります。よって、当第２四半期会計期間末

の店舗数は、改装中の店舗も合わせ、前事業年度末と変わらず97店舗（前年同期比１店舗の減少）と

なりました。

　業態別には、「産直鮮魚と寿司・炉端 源ぺい」27店舗、「おいしい・たのしい・ここちいい」を

コンセプトとする洋食の「ファミリーレストラン フレンドリー」26店舗、「釜揚げ讃岐うどん 香の

川製麺」17店舗、「日本の原風景“里山”」をコンセプトとする居酒屋「和み料理と味わいの酒 土

筆んぼう」12店舗、「和・洋・中の料理と団欒」をコンセプトとする「団欒れすとらん ボンズ」11

店舗、「ハッピーコング」２店舗（内１店舗は「源ぺい」へ改装中）、「新・酒場 なじみ野」１店

舗、「フレッシュフレンドリー」１店舗となっております。
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商品政策につきましては、“健康・安全・おいしさ”の見地から食材を厳選し、お値打ちな商品の

提供と同時にライブ感を味わっていただけるように努めました。食の安全・衛生管理につきまして

は、引続き「フレンドリー品質基準」の構築と衛生管理と検査体制を確立し、厳格に運用しておりま

す。　

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は4,701百万円（前年同期比174百万円の減

少）、営業損失は112百万円（前年同期は営業損失30百万円）、経常損失は89百万円（前年同期は経

常損失12百万円）、四半期純損失は106百万円（前年同期は四半期純損失95百万円）となりました。

(2)財政状態の分析

当第２四半期会計期間末における総資産は、5,673百万円で前事業年度末比157百万円の減少となり

ました。主な要因は、現金及び預金の減少によるものです。負債合計は買掛金、未払法人税等の減少

等により前事業年度末比55百万円減少し、3,390百万円となりました。純資産は四半期純損失等によ

り前事業年度末比101百万円減少し、2,282百万円となりました。この結果、当第２四半期会計期間末

の自己資本比率は、前事業年度末比0.7%減少し、40.2%となりました。

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比137百万円減少

し、996百万円となりました。

当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の収支は、減価償却費85百万円、その他の収入80百万円等の増加要因に対し、

税引前四半期純損失91百万円、仕入債務の減少額32百万円、法人税等の支払額33百万円等の減少要因

により、61百万円の減少（前年同期比72百万円の減少）となりました。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の収支は、差入保証金の回収による収入34百万円等の増加要因に対し、有形固

定資産の取得による支出81百万円等の減少要因により、49百万円の減少（前年同期比4百万円の増

加）となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の収支は、短期借入金の返済による支出15百万円、リース債務の返済による支

出11百万円により、27百万円の減少（前年同期比31百万円の増加）となりました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。

(6)重要事象等への対応策

平成22年10月に策定した「経営構造改革計画」を完遂するとともに、追加で策定した利益向上施策

にも取組んでおります。

　ア. 業態ポートフォリオの再見直し

「源ぺい」は、産地直送の鮮度の高い商品の取組みが好調であり、引続き主力業態と位置付け経営

資源の投入をしてまいります。また、店舗数の多い「フレンドリー」をコア業態として、「フレン

ドリー」のリニューアルモデル「フレッシュフレンドリー」の構築に取組み、順次展開いたしま

す。

　イ.更なるコスト削減

　a.原価コントロールを継続してまいります。

　原価プロジェクトチームによる原価対策を徹底いたします。

b.各店舗の営業時間の見直しを行っています。

　不採算営業時間帯の洗い出しを行い、営業時間の見直しによる経費削減に努めます。

c.賃料削減交渉を継続してまいります。

店舗の賃貸借契約を見直し、賃料の削減交渉を行なうことにより固定費の削減に引続き取組んで

まいります。
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　ウ.売上高の回復

　ホスピタリティー＋ＱＳＣ(「品質（クオリティー）」「サービス」「清潔さ（クリンリネ

ス）」）の一層の改善によりお客様満足度の向上を図ります。

・「笑顔いっぱいフレンドリー」活動の一層の徹底と展開を図ります。

・店長、ホールスタッフに対する研修の継続・強化を実施いたします。

・サービスインストラクター（店舗接客訓練トレーナー現在12名）の育成を継続いたします。

　エ.組織の効率化

平成22年10月以降大幅な人件費の削減を実現いたしましたが、引続き本部組織の効率化に取組ん

でまいります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 61,800,000

計 61,800,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,645,584 14,645,584
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は1,000株
であります。

計 14,645,584 14,645,584 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年９月30日 ─ 14,645,584 ─ 3,975,062 ─ 2,355,531
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(6) 【大株主の状況】

平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社きずな 大阪市天王寺区真法院町23番20号 3,920 26.76

重　里　育　孝 大阪市天王寺区 2,009 13.71

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番11号 656 4.47

アサヒビール株式会社 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番１号 500 3.41

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２番１号 442 3.01

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 255 1.74

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 249 1.70

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 204 1.39

サントリービア＆スピリッツ株
式会社

東京都港区台場二丁目３番３号 200 1.36

三菱食品株式会社 東京都大田区平和島６丁目１番１号 142 0.96

計 ― 8,577 58.56

(注) １　発行済株式総数に対する所有株式の割合は、小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。

２　上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は総て信託業務に係る株式数であります。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 27,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式　

14,568,000
14,568 ―

単元未満株式 普通株式 50,584 ― ―

発行済株式総数 14,645,584 ― ―

総株主の議決権 ― 14,568 ―

(注) 　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式360株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社フレンドリー

大阪府大東市寺川
三丁目12番１号

27,000 ― 27,000 0.18

計 ― 27,000 ― 27,000 0.18

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成25年７月１日か

ら平成25年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日まで)に係る

四半期財務諸表について、仰星監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 　　
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,133,745 996,077

売掛金 50,019 43,829

商品 49,912 51,025

貯蔵品 1,088 1,088

前払費用 56,920 73,349

その他 10,711 12,601

貸倒引当金 △62 △52

流動資産合計 1,302,336 1,177,920

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 793,239 760,987

土地 2,112,191 2,112,191

その他（純額） 134,856 199,534

有形固定資産合計 3,040,288 3,072,713

無形固定資産 29,148 30,118

投資その他の資産

投資有価証券 85,617 93,284

差入保証金 1,319,830 1,263,086

その他 55,566 38,510

貸倒引当金 △2,700 △2,590

投資その他の資産合計 1,458,314 1,392,291

固定資産合計 4,527,752 4,495,123

資産合計 5,830,089 5,673,043
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 256,279 223,441

短期借入金 969,056 965,081

1年内返済予定の長期借入金 1,150,980 1,139,370

未払金 319,010 359,357

未払法人税等 52,108 34,352

その他 69,886 53,642

流動負債合計 2,817,322 2,775,244

固定負債

資産除去債務 349,718 348,700

長期未払金 45,350 45,350

繰延税金負債 23,355 24,682

再評価に係る繰延税金負債 132,061 132,061

その他 77,841 64,189

固定負債合計 628,327 614,984

負債合計 3,445,649 3,390,229

純資産の部

株主資本

資本金 3,975,062 3,975,062

資本剰余金 3,058,146 3,058,146

利益剰余金 △3,656,189 △3,762,696

自己株式 △11,933 △12,180

株主資本合計 3,365,086 3,258,331

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 19,158 24,287

土地再評価差額金 △999,805 △999,805

評価・換算差額等合計 △980,646 △975,517

純資産合計 2,384,439 2,282,813

負債純資産合計 5,830,089 5,673,043
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 4,876,507 4,701,623

売上原価 1,451,708 1,368,732

売上総利益 3,424,799 3,332,890

販売費及び一般管理費
※ 3,454,899 ※ 3,445,871

営業損失（△） △30,099 △112,980

営業外収益

受取利息 2,460 1,990

受取配当金 1,087 1,190

受取家賃 62,490 54,187

設備賃貸料 16,225 16,496

その他 4,757 9,924

営業外収益合計 87,020 83,789

営業外費用

支払利息 28,379 27,499

賃貸費用 32,615 24,874

設備賃貸費用 6,244 6,213

その他 1,718 2,043

営業外費用合計 68,957 60,631

経常損失（△） △12,036 △89,823

特別損失

固定資産除却損 455 1,191

減損損失 62,684 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 4,000 －

特別損失合計 67,139 1,191

税引前四半期純損失（△） △79,176 △91,014

法人税、住民税及び事業税 16,785 16,703

法人税等調整額 △959 △1,210

法人税等合計 15,825 15,492

四半期純損失（△） △95,002 △106,507
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △79,176 △91,014

減価償却費 99,389 85,615

減損損失 62,684 －

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 4,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △110 △120

受取利息及び受取配当金 △3,547 △3,180

支払利息 28,379 27,499

有形固定資産除売却損益（△は益） 405 74

その他の損益（△は益） △3,417 △19,390

売上債権の増減額（△は増加） 6,816 6,189

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,640 △1,113

仕入債務の増減額（△は減少） △32,283 △32,838

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,875 △7,221

その他の資産の増減額（△は増加） △13,830 △18,053

その他の負債の増減額（△は減少） △22,616 3,827

小計 30,176 △49,725

利息及び配当金の受取額 1,332 1,363

その他の収入 83,472 80,608

利息の支払額 △30,108 △27,347

その他の支出 △40,578 △33,132

法人税等の支払額 △33,578 △33,417

法人税等の還付額 125 125

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,840 △61,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △85,496 △81,970

貸付金の回収による収入 2,984 2,571

差入保証金の回収による収入 30,000 34,000

その他の支出 △1,200 △3,664

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,712 △49,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △7,107 △15,585

自己株式の取得による支出 － △247

リース債務の返済による支出 △51,256 △11,246

財務活動によるキャッシュ・フロー △58,363 △27,078

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101,235 △137,668

現金及び現金同等物の期首残高 1,112,754 1,133,745

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,011,519 ※ 996,077
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当第２四半期累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日)

当社は、前期において６期連続の営業損失、８期連続の当期純損失となっており、平成23年２月より

取引金融機関に対して借入金の返済猶予を要請していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させるような事象又は状況が存在しております。

　当該状況を解消すべく、平成22年10月に「経営構造改革計画」を策定し、その基本方針である「店舗

数の拡大による規模の効果を求める経営から、利益率や店舗ごとの採算性を重視する経営スタイルへの

転換」「ＣＳ活動を軸にした企業風土の改革」のもと①業態ポートフォリオの見直し、②新業態の実験

と展開、③オペレーションの改善、④ＣＳ活動への取組み等、引き続き事業構造の改革に取組んでまい

りましたが、当第２四半期累計期間の営業損失は前年同期比82百万円増加いたしました。今後は、①業

態ポートフォリオの再見直し(源ぺいを主力業態と位置付け、経営資源の投入をします。店数の多いフ

レンドリーはリニューアルモデルの構築に取組みます）、②更なるコスト削減（原価低減・営業時間の

見直し・賃料の削減）、③売上高の回復（ＣＳ活動の一層の展開によりお客様満足度を向上させること

によるリピート来店客の増加、ブランド別マーケティングの展開によるコアとなるメニュー開発や販売

促進等）に取組み、業績の回復を果たしてまいります。

　また、金融機関に対する返済猶予については、平成25年６月末から平成26年６月末に１年間延長され

ております。　

　これらの対応策は一定の成果を挙げておりますが、当初予定していた業績の回復には至っておらず、

現時点において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

　なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。

　

(会計方針の変更等)

当第２四半期累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日)

　  該当事項はありません。

　

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第２四半期累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日)

該当事項はありません。

　
(追加情報)

当第２四半期累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日)

該当事項はありません。
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(四半期損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期累計期間

(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

雑給 1,091,047千円 1,061,728千円

賃借料 673,296 652,717

減価償却費 94,601 80,939

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

　

　
前第２四半期累計期間

(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

現金及び預金 1,011,519千円 996,077千円

現金及び現金同等物 1,011,519千円 996,077千円

　

　

(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第２四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)

当社は、フードサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

当社は、フードサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

項目
前第２四半期累計期間

(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △6円50銭 △7円29銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純損失金額（△）(千円) △95,002 △106,507

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額（△）(千円) △95,002 △106,507

普通株式の期中平均株式数(株) 14,619,623 14,618,795

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第60期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）中間配当については、平成25年11月７日開催

の取締役会において、これを行わない旨を決議いたしました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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仰星監査法人

代表社員
業務執行社員

　公認会計士   髙　田　　　篤   印

業務執行社員 　公認会計士   田　邉　太　郎   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年11月13日

株式会社フレンドリー

取締役会  御中

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社フレンドリーの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第60期事業年度の第２四半期会計期間

(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年９

月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半

期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表

に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フレンドリーの平成25年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

EDINET提出書類

株式会社フレンドリー(E03110)

四半期報告書

19/20



　
強調事項

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前期において６期連続の営業損失、８期連

続の当期純損失となっており、平成２３年２月より取引金融機関に対して借入金の返済猶予を要請している

ことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる

理由については当該注記に記載されている。四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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